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新型コロナウイルス感染症の５類感染症への移行後の学校における対策について 

 日頃より本校の教育活動にご理解とご協力を賜り、厚く感謝申し上げます。 

令和５年４月２８日に県教育委員会より、「学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行に

ついて」及び「５類感染症への移行後の学校における新型コロナウイルス感染症対策について」通知が

ありました。本校においては、５月８日（月）から下記のとおり対応いたしますので、皆様のご理解と

ご協力をお願いいたします。 

記 

１ 出席停止期間の基準 

「発症した後５日を経過し、かつ、症状が軽快した後１日を経過するまで」とする。無症状の感染

者に対する出席停止期間の取扱いについては、検体を採取した日から５日を経過するまでを基準と

する。 

２ 濃厚接触者としての特定は行われないことから、新型コロナウイルス感染症の患者と接触があっ

た場合も感染が確認されていない者については、直ちに出席停止の対象とはしない。 

３ 「衛生管理マニュアル」による感染症対策 

（１）平時から求められる感染症対策（マスクについては、着用を求めないことが基本。） 

【健康観察】 

・発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には、無理をせず自宅で休養するよう促す。 

・毎日体温をチェックし、健康状態を把握する。チェックシートの提出は不要とする。 

【換気の確保】 

・気候上可能な限り常時、困難な場合はこまめに、２方向の窓を同時に開けて換気する。 

・十分な換気が確保できない場合には、サーキュレータや空気清浄機等の導入など、換気のための

補完的な措置を講じ、可能な限り十分な換気を確保する。 

【手洗い等の手指衛生】 

・外から教室に入る時やトイレの後、給食の前後など、流水と石けんでのこまめな手洗いを行う。 

【清掃】 

・一時的な消毒効果を期待するよりも、清掃により清潔な空間を保つようにする。 

（２）感染流行時における感染症対策 

【マスクの取扱い】 

・教職員又は生徒に着用を促す。ただし、着用の強制はしない。 

【活動場面ごとの感染症対策】 

・「感染リスクが比較的高い活動」等に当たって、活動場面に応じて「近距離」「対面」「大声」

での発声や会話を控え、生徒間が触れ合わない程度の身体的距離を確保する等の対策を講じる。 

（３）感染状況に応じて機動的に講ずべき措置 

【出席停止】 

・感染が判明した生徒に対しては、出席停止の措置を講じつつ、ＩＣＴの活用等により学習の機会

を確保する。 

・合理的な理由で、感染不安で休ませたいと相談のあった者等については、引き続き出席停止とし

て扱う。 

【臨時休業】 

・学びの保障の観点に留意しつつ、必要な範囲・期間で機動的に対応する。 

以 上  

 

 

（事務担当 教頭 電話０２４２－２７－０７５３）  


